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 1月は市県民税・森林環境税第4期の納期です  

納期限は2月2日（月）です。納期限
までに納付してください。
市税の納付には、便利な口座振替･

自動払込みを利用ください。希望する
方は近くの金融機関、郵便局またはイ
ンターネットで申し込みください。詳
しくは、市ホームページへ。
また、納付書に「地方税統一QRコー

ド」があれば、全国の地方税統一QR
コード対応金融機関や地方税お支払サ
イト、スマホ決済アプリ等で市税の納
付ができます。利用方法等については
地方税お支払サイトを確認ください。
【市ホームページ】 【地方税お支払サイト】

� （納税課　☎328-2204）

 市営住宅の定期募集  
【入居予定日】3月1日（日）
  対  既存団地の空室（募集案内に一覧
を掲載）
【募集案内配布】  期  1月6日（火）～20
日（火）（土日祝は開館施設のみ）  時  午
前9時～午後5時  場  市営住宅管理セ
ンター（市庁舎9階）、総合案内（市庁
舎1階）、区役所、まちづくりセンター
（市庁舎を除く）
【申込】1月9日～20日に電子申請また
は郵送（消印有効）で〒860-8601市
営住宅管理センターへ
【抽せん会】  期  東・南区：1月29日（木）
／中央・北・西区：30日（金）  時  午後2
時～  場  市民会館シアーズホーム夢
ホール（第5・第6会議室）
【二次募集】  期  2 月 3 日（火）～ 9 日
（月）  時  3日（火）：①午前9時半～11
時半②午後1時～4時／4日（水）以降：
午前9時～午後4時  場  3日（火）①：市
民会館シアーズホーム夢ホール（第
6・第7会議室）／3日（火）②および4
日（水）以降：市営住宅管理センター

（市庁舎9階）  対  一次で申し込みがな
かった既存団地の空室（先着順）
【共通】  問  中央・北・西区は（☎327-
5101）、東・南区は（☎311-7833）
詳しくは、市ホームページへ。

※市営住宅が360度動画で確認でき
ます。
間取りや校区などの
条件で絞って検索で
きます。活用くださ
い。

� （市営住宅課　☎328-2461）

 高潮浸水想定区域の指定に関する説明会  

水防法の規定に基づき、高潮浸水想
定区域の指定を予定しているため、次
のとおり説明会を実施します。
  日  ①1月23日（金）②30日（金）  時  午
後7時～8時  場  ①富合公民館研修室1
②西部公民館会議室A
詳しくは、市ホーム

ページまたは以下の問
い合わせ先へ。
（区域指定に関すること：
� 防災対策課　☎328-2360）
（開発許可の手続きに関すること：
� 開発指導課　☎328-2507）

 スマホ教室の講座申し込み受け付け中� 　無料　 

  日  2月2日（月）・9日（月）・16日（月） 
（全3回）午前10時から1時間半程度�
  場  市高齢者技能習得センター  内  ス
マホの使い方がわからないとお悩み
の方に向けた教室。パソコン教室も受
講すると、より理解が深まります�
  対  本市に住む60歳以上の方  定  10
人程度（抽選）   申  1月23日までに、電
話、ファクス（325-7616）、持参また
は郵送で〒860-0073西区島崎4丁
目2-95市高齢者技能習得センター
（☎325-7616）へ

その他の講座も開催中。
詳 し く は 、市 シ ル

バー人材センターホー
ムページへ。
� （高齢福祉課　☎328-2963）

 〈受講生募集〉令和8年度熊本さわやか大学校 

  期  令和8年4月～令和9年3月の毎週
木曜日午後1時半～3時半  場  熊本県
総合福祉センター  内  シニアの健康・

生きがい・仲間づくりと社会参加促進
を目的に開講する学びの場（年間全
40講座：座学とグループ学習、校外学
習など）  対  県内に住む50歳以上の方
（令和8年4月1日時点）  定  100人（応
募多数の場合は抽選）  費  入 学金
5,000円、受講料20,000円  申  1月13
日～3月13日に（一財）
熊本さわやか長寿財団
（☎354-3083）ホーム
ページから申し込み
� （高齢福祉課　☎328-2963）

 
工作物の工事・改修等の前には
有資格者による石綿事前調査
が必要です

 

令和8年1月1日以降着工の工事か
ら、工作物（ボイラー、発電設備、煙突
等）の解体等の作業を行うときは、資
格者による石綿事前調査が必要です。
工事対象の工作物の種類によって調
査に必要な資格が異な
ります。
詳しくは、市ホーム

ページへ。
� （環境政策課　☎328-2427）

 一般照明用の蛍光ランプは製造・輸出入禁止になります  

通称「蛍光灯」、「蛍光管」とも呼ばれ
る蛍光ランプは、その種類によって令
和8年1月1日から順次製造・輸出入が
禁止になります（蛍光ランプの使用・
販売・購入が禁止されるものではあり
ません）。計画的にLED
照明へ交換しましょう。
詳 し く は 、環 境 省

ホームページへ。
 � （脱炭素戦略課　☎328-2355）

 三山荘、東部交流センターが休館します  

東部環境工場の定期点検整備に伴
い、下記の期間は休館します。
■三山荘（☎380-7120）
【休館期間】12月29日（月）～1月8日
（木）、2月2日（月）～3月2日（月）
■東部交流センター（☎349-0888）
【休館期間】12月29日（月）～1月3日
（土）および2月8日（日） 
※2月7日（土）は午後5時に閉館。
※足湯、シャワーは12月29日（月）～
1月8日（木）および2月2日（月）～3
月2日（月）の期間中使用不可。
詳しくは、各施設または東部環境工

場へ。
� （東部環境工場　☎380-8211）

 令和8年熊本市はたちの記念式典 
  日  1月12日（月・祝）午前11時～正午�
  場  熊本城ホール  対  平成17年4月2
日～平成18年4月1日生まれの方
式典内容等については、順次ホーム

ページへ掲載。当日は会場周辺で交通
規制実施予定。

【式典内容】 【交通規制】

� （生涯学習課　☎328-2736）

 年末年始の飲酒に注意を！  
飲酒する機会が増える忘年会やお

正月、年末年始などの際に、「場を盛り
上げたい」「強く勧められた」という理
由で、短時間に大量のお酒を飲んでし
まったことはありませんか?
それは死亡事故に関わる「急性アル

コール中毒」になりかねない危険な行
為です。
飲酒が原因と思われる意識障害や

嘔
おう

吐
と

、転倒によるけがなどでの救急要
請は、20代～40代が7割を占め、特に
多くなる時期が年末年始です。
飲酒による救急事故は防ぐことが

できる事故です。
『節度ある適度な飲酒』を心掛けて
ください。
� （消防局救急課　☎363-2360）

 空地・空家の火災予防！  
放火などによる火災を未然に防ぐ

ため、次の項目に注意しましょう。
①空地の枯れ草は刈り取り、燃焼の恐
れのあるものは置かない。

②木くず、紙くずなど燃えやすいもの
は、放置しない。

③空家は、外部から侵入できないよう
施錠する。

④ガスや電気は遮断し、危険物は置か
ない。

� （消防局予防課　☎363-0263）

 
マイナンバーカードを利用し
たコンビニ交付サービスの一
時停止について

 

システムメンテナンスのため、証明
書のコンビニ交付サー
ビスを一時停止しま
す。 
  期  1月21日（水）
� （戸籍住民課　☎328-2067）
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 くらし 

　

【第8回】
自転車の運転中に、踏切の遮断機

が閉じようとしているときや警報機
が鳴り始めたときは、急いで踏切を
渡らなければならない。〇か×か。

答え・解説は、20ページ
（地域交通支援課　☎328-2259）

 　毎月確認！自転車の交通ルール 

高校3年生までのこどもを
対象とした「ヘルメット購
入補助」を実施中。
申請期間はあとわずか！

 マイナンバーカードセンター（大劇会館）、マイ
ナンバーカード東区サテライト（サンピアン）の 
休業・開業日について（１月） 
・１月18日（日）は、システムメンテナンスによる休業日です。
・その他の休業日は、市のホームページ「休業・開業日カレン
ダー」に掲載しています。
問い合わせ先�　�熊本市マイナンバーカードコールセンター

（☎277-1869）
� （戸籍住民課　☎328-2067）

大雨による被災者支援に関する
情報はこちら

 償却資産の申告は2月2日（月）までに！ 
令和8年1月1日現在、本市に償却資産（構築物、機械、工具・器具・備品、船

舶などの事業用資産）をお持ちの方（法人、個人）は、法定申告期限の2月2日
（月）までに、「償却資産申告書」を提出してください。

郵送または電子申告（eLTAX）での提出に協力をお願いします。申告書に
は、所有する資産の多少にかかわらず、減価償却済の資産も含めて記入して
ください。詳しくは、市ホームページへ。
<主な償却資産>
構築物…ビニールハウス、駐車場等の舗装、緑化設備、外構など
機械・装置…�太陽光発電設備、製造加工機械、機械式駐車場、� �

土木建設機械など
車両・運搬具…大型特殊自動車（ロードローラーなど）
船舶…漁船、作業船、モーターボートなど
工具・器具・備品…エアコン、パソコン、ロッカー、コピー機など
電子申告 eLTAX（地方税法ポータルシステム）
eLTAXにより、地方税の申告をインターネットから行う

ことができます。 ※eLTAXを利用する際の事前手続き（利
用届出など）については、eLTAXのホームぺージ（https://
www.eltax.lta.go.jp）を確認ください。詳しくは、地方税共
同機構eLTAXヘルプデスクへ。
☎0570-081459（つながらない場合は☎03-6745-0720）
〔受付時間　午前9時～午後5時（土日祝、年末年始は除く）〕
� （固定資産税課　☎328-2195）
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